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　公共施設包括管理業務とは

　公共施設包括管理業務とは、公民連携により、業務水準の統一・向
上や事務の効率化などを図るため、複数の施設の管理業務を　一括し
て包括管理事業者に委託 するものです。
　包括管理事業者は発注事務やマネジメントのみを実施するため、　今
まで市内業者に発注されていた業務は、原則として今まで通り市内業
者に発注されます。
　また、包括管理事業者の技術者による巡回点検が加わることで　予防
保全が可能になる など、多くのメリットがあり、 導入する自治体が増加
しています。

舞鶴市版包括管理業務委託内容

項目 内容
施設数 111施設

業務数 48業務

修繕・工事 含む（200万円未満）

契約期間 5カ年

対象施設・業務一覧は別紙参照

導入スケジュール

包括管理
事業者の
執行状況を

管理

建物管理の専
門事業者

再委託先となる
協力会社をマ
ネジメント



包括管理業務導入前後の想定所要額
　　　　　　　　　（実績ベース）

※行政コスト（人件費）
（1.3億）

修繕・工事費（0.8億）

維持管理費
（保守点検・清掃　等）

（2,1億）

維持管理費
（保守点検・清掃　等）

（2.1億）

修繕・工事費(0.8億）

行政コスト（包括業者対応）（0.2億）

導入後

舞鶴市公共施設包括管理業務委託について

令和元〜５年の年間
最大所要額（4.2億円／年） 包括管理導入後の

想定所要額（4.0億円／年）

行政コスト
施設管理以外に使用可能

（1.1億）

施設管理に取られていた時間
を、市民サービス、業務の効率

化検討に活用

マネジメント経費
（人件費・事務費）（ 0.9億）

行政コストを含む施設管理
にかかるトータルコストの
縮減が可能。

マネジメント経費による増
加分は、予防保全へのシフ
トにより長期的な視点で回
収

P２
導入前

事業者のコスト
（維持管理費＋修繕＋工事費 ×30%
(サウンディング調査時 20〜40％)
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金額の設定方法

１．　令和元年〜５年度の委託・修繕・
　　　工事費合計の最大値(293,000千円）を基準

２．　令和５年度実績の最低賃金上昇率を
　　　１に乗じる

３．　２の費用にマネジメント費用
　　　（30%)を加える

４．　同様の作業を各年度で実施

各年度の費用積算及び債務負担行為総額（令和６・７年度及び実施期間の物価上昇率を考慮）

令和5年度実績
の上昇率 を維持
するものとして前
年度費用に乗じ
る

（※）各種物価指数の中で、都道府県別に算出されている唯一の指標であり、京都府の地域特性が最も反映されていると判断

Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ１０年度 Ｒ１１年度 Ｒ１２年度

①　修繕・工事費 78,000,000 78,000,000 78,000,000 78,000,000 78,000,000

②　委託費 249,000,000 261,000,000 274,000,000 288,000,000 302,000,000

③　マネジメント費用（①×30%） 98,100,000 101,700,000 105,600,000 109,800,000 114,000,000

年度総額 425,100,000 440,700,000 457,600,000 475,800,000 494,000,000

5か年総額 2,293,200,000

最低賃金上昇率（※） 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0%
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